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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
油層と水層とを混合する分離液状調味料の製造法において、（１）胡麻粒と油層の重量比
が１：１～１：１０となるように胡麻粒と油層を混合して胡麻粒入り油層を調製する第１
工程、（２）胡麻粒入り油層と水層を容器に充填し混合する第２工程を含むことを特徴と
する、胡麻粒入り油層と水層とが分離し、胡麻粒が界面付近に浮遊する分離液状調味料の
製造法。
【請求項２】
胡麻粒の一部または全部が、切り胡麻またはすり胡麻であることを特徴とする、請求項１
に記載の製造法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、油層と水層とを混合する分離液状調味料の製造法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
分離液状調味料とは、ごま油やサラダ油などの油相と、醤油や醸造酢などの水相部分が分
離した状態になっていて、調味料を使うときに振って混ぜ合わせるタイプの調味料である
。分離液状調味料としては、分離液状ドレッシング等が知られている。また、胡麻粒を全
粒、割砕あるいはすり胡麻の状態で含有する分離液状調味料も公知である。
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【０００３】
従来、胡麻粒入り分離液状調味料を製造する場合は、胡麻粒と油層と水層を増粘剤の存在
下で同時に混合し、激しく攪拌していた。この製造法では、油層が分散乳化してしまい、
油の風味・なめらかな食感が劣化するという問題があった。また、従来品では、水層と接
触した胡麻粒が吸水により膨潤し、パリパリとした食感が失われるという問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、油の風味・食感、胡麻粒の食感が保持されている分離液状調味料の提供を主な
課題とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは上記の問題を解決する方法を見出し、本発明を完成した、すなはち本発明は
、以下の製造法に関する。
【０００６】
１．油層と水層とを混合する分離液状調味料の製造法において、（１）胡麻粒と油層を混
合して胡麻粒入り油層を調製する第1工程、（２）胡麻粒入り油層と水層を混合する第2工
程を含むことを特徴とする、分離液状調味料の製造法。
【０００７】
２．胡麻粒入り油層と水層を混合する第2工程が、胡麻入り油層と水層とを容器に個別充
填する方法である、上記1．の製造法。
【０００８】
３．胡麻粒入り油層において、胡麻粒と油層の重量比が１：１～１：１０である、上記１
．または２．記載の製造法。
である。
４．胡麻粒の一部または全部が、切り胡麻またはすり胡麻であることを特徴とする、上記
１，２または３のいずれかに記載の製造法。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明は、油層と水層とを混合する分離液状調味料の製造法において、（１）胡麻粒と油
層を混合して胡麻入り油層を調製する第1工程、（２）胡麻入り油層と水層を混合する第2
工程を含むことを特徴とする。
【００１０】
胡麻粒としては、従来公知の食用品種が使用できる。胡麻粒の種類（粒のサイズ、調製法
や加工法の別）は限定されず、目的とする分離液状調味料の品質、水層と油層の混合比に
よって適宜選択すればよい。
胡麻粒のサイズは限定されないが、全粒、割砕であってもよい。割砕されたものとしては
、煎った後で機械的に割砕された「切り胡麻」または「すり胡麻」が使用できる。胡麻粒
は、皮付きあるいは皮なしであってもよい。さらに、胡麻粒としては、「煎り胡麻」、水
で洗浄された「洗い胡麻」、「切り胡麻」や「すり胡麻」が使用できる。
胡麻粒の表面に付着した微生物の殺菌のため、８５℃で１０分程度加熱することが好まし
い。
胡麻粒は、単一種類のものを使用してもよいし、また複数種類を混合使用してもよい。複
数種類を混合使用する場合、例えば、「切り胡麻」または「すり胡麻」と、「全粒煎り胡
麻」とを、１：１０～１０：１の割合で混合する。
【００１１】
油層としては、特に制限はなく、従来の分離液体調味料の油層成分と同様のものが使用で
きる。油層としては例えば、食用油として大豆油、なたね油、コーン油、ひまわり油、サ
フラワー油、綿実油、米油、ヤシ油、オリーブ油、ゴマ油、ピーナッツ油、パーム油など
が挙げられる。また、上記油相部中には、必要に応じて、呈味料、香味料、着色料、乳化
剤等の添加剤を加えることもできる。
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【００１２】
胡麻粒と油層を混合して胡麻粒入り油層を調製する場合は、容器中の油層を攪拌しながら
胡麻粒を投入すればよい。攪拌により、胡麻粒を油層に分散させることができる。油層を
攪拌する場合は、適当な回転数に設定したプロペラやニーダー等の攪拌機を使用すればよ
い。
【００１３】
胡麻粒と油層の重量比は特に限定されないが、例えば、胡麻粒：油層の比率としては、１
：１～１：１０が挙げられる。特に１：２～１：５程度が好ましい。好ましい比率では、
胡麻粒と油層の均一混合が容易であるという効果がある。胡麻粒として、割砕したもの、
例えば「切り胡麻」または「すり胡麻」を、一部または全部として使用することにより、
油層の均一な混合が促進されるという効果が得られる。
【００１４】
混合する際の温度、時間は特に限定されないが、胡麻粒と油層とが十分に混合され、胡麻
粒の周囲を油層が被覆する状態となるまで攪拌・混合を継続すればよい。例えば、胡麻粒
：油層の比率が１：２～１：５である場合、両者を攪拌しながら混合して５～１５分程度
保持すると、胡麻粒の周囲を油層が被覆した状態となる。以上により、胡麻粒入り油層が
得られる。
【００１５】
本発明における水層としては特に制限はなく、従来の分離液状調味料の水層成分と同様の
ものが使用できる。水相成分としては例えば、醤油、だし汁、食酢等の液状調味料、植物
原料あるいは動物原料由来のエキス、みりん、ワイン、日本酒、老酒等の酒類が挙げられ
る。また、食塩、糖、スパイス、フレーバー等の呈味料、香味料等を加えることもできる
。更に安定剤、着色料等の各種添加剤等を加えることもできる。
【００１６】
水層成分としては、固形分が含まれていても良い。例えば、おろし状、ペースト状、ミン
ス状、パルプ状、乾燥粉末状の野菜や果実などである。
【００１７】
胡麻粒入り油層と水層を混合する場合、混合方法は特に限定されない。本発明発明の分離
液状調味料の使用目的等に応じて、適当な比率で混合すれば良い。
胡麻粒入り油層と水層を混合する場合、胡麻粒が適当な濃度で油層中に分散され、また、
水層の固形分などが適当な濃度で水層中に分散されるよう、両者をそれぞれ攪拌しつつ混
合することが好ましい。混合する場合の、両者の比率は特に限定されないが、分離液状調
味料がたれである場合、例えば１：９９～１０：９０、ドレッシングである場合、例えば
５：９５～９５：５の比率で混合すればよい。
【００１８】
家庭用に市販される分離液状調味料は、通常はガラス容器やＰＥＴ容器等に充填されてい
る。容器入りの分離液状調味料を製造する場合には、通常の充填機を用いて、胡麻粒入り
油層と水層とを容器に個別充填すればよい。個別充填する場合の、順番は特に限定されな
い。
【００１９】
以上により本発明の分離液状調味料が得られる。胡麻粒入り油層と水層を混合した後、胡
麻粒入り油層と水層とは分離し、胡麻粒が界面付近に浮遊する。
【００２０】
【発明の効果】
本発明の分離液状調味料は、従来品と比較すると以下の特徴を有する。
（１）油層中の油の風味・食感が保持されている。
（２）胡麻粒のパリパリとした食感が保持されており、また外観上のつやとてりがある。
このような性質が得られる理由は、以下のようなものであると考えられる。
【００２１】
（３）胡麻粒入り油層と水層を混合する際に激しく攪拌する必要がないため、油が乳化・



(4) JP 4311535 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

劣化していない。
（４）第1工程で胡麻粒入り油層を調製する際に、胡麻粒の周囲を油層が被覆するので、
第2工程で水層と混合した後に胡麻粒の吸水による膨潤が少ない。
【００２２】
【実施例】
以下に、実施例を挙げて、本発明の分離液状調味料の効果を具体的に説明する。
１．本発明の分離液状調味料１の調製
（１）水層成分
・醤油５００ｇ
・砂糖３００ｇ
・おろしリンゴ１００ｇ
・おろしニンニク１５ｇ
・食酢１０ｇ
・香辛料２ｇ
上記を攪拌しながら混合して、８５℃で１０分間加熱し、次いで７５度まで冷却した。こ
れを水層とした。
（２）胡麻粒入り油層成分
・煎り胡麻粒（全粒）２０ｇ
・ごま油５０ｇ
胡麻粒とごま油を攪拌しながら混合して、８５℃で１０分間加熱し、次いで７５度まで冷
却した。これを胡麻粒入り油層とした。
（３）分離液状調味料の調製
１．０ｌ容のビン容器に、胡麻粒入り油層を注ぎ入れ、次いで水層を注ぎ入れた。容器に
キャップをした後、３５度まで水冷した。これを本発明の分離液状調味料１とした。
【００２３】
２．本発明の分離液状調味料２の調製
　本発明の分離液状調味料２として、水層成分としてさらに市販の増粘剤０．２ｇを使用
し、上記１．と同様の方法にて本発明の分離液状調味料２を調製した。
３．比較例の調製
　１．配合成分
　・醤油５００ｇ
　・砂糖３００ｇ
　・おろしリンゴ１００ｇ
　・おろしニンニク１５ｇ
　・食酢１０ｇ
　・香辛料２ｇ
　・煎り胡麻粒（全粒）２０ｇ
　・ごま油５０ｇ
　・増粘剤１ｇ
　上記を攪拌しながら混合して、８５℃で１０分間加熱し７５度まで冷却した。１．０ｌ
容のビン容器に、全量を注ぎ入れ、容器にキャップをした後、３５度まで水冷した。これ
を比較例の分離液状調味料とした。
【００２４】
３．本発明の分離液状調味料の特徴
本発明の分離液状調味料１，２は、比較例よりも、油の風味・まろやかな食感が保持され
ていた。また胡麻粒のパリパリとした食感が保持されており、また外観上もつやとてりが
あった。
【００２５】
４．官能評価
３０人の官能パネルを用いて「油の風味の強さ」、「胡麻粒の食感」および「美味しさの
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全体評価」について官能評価を行った。
【００２６】
その結果、「油の風味の強さ」については３０人中２７人が、本発明の分離液状調味料の
方が強いと評価した。「胡麻粒の食感」については３０人中２１人が、本発明の分離液状
調味料の方があると評価した。「美味しさの全体評価」については３０人中２５人が、本
発明の分離液状調味料の方が好ましいと評価した。
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